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< 番号１「令和８年度大阪府一般会計補正予算（第２号）の件」 【予算案（１件）】 > 
 
 
【事件議決案（８件）】 

 
番号 

 
件     名 概          要 

２ 
  

 

工事請負契約締結の件

（道路改良事業） 
 主要地方道茨木摂津線（茨木箕面丘陵線）橋梁上部工事（仮

称佐保橋梁）請負契約 

  契約金額 ７７億６,２６２万１,９００円 

  請 負 者 ＪＦＥエンジニアリング・日本橋梁・日本車 

輌共同企業体 

 

３ 
 

工事請負契約締結の件

（モノレール道整備事

業） 

(1) 大阪モノレール支柱建設工事（本庄西工区その４）請負

契約 

  契約金額 ７億４,９１０万円 

  請 負 者 株式会社ハンシン建設 

 

(2) 大阪モノレール支柱建設工事（瓜生堂工区その２）請負

契約 

  契約金額 ４１億５２０万円 

  請 負 者 フジタ・ヤマト特定建設工事共同企業体 

 

４ 
 

工事委託契約変更の件 
（道路改良事業） 

 
 

主要地方道八尾茨木線（鳥飼仁和寺大橋）耐震補強工事委

託契約           （令和５年１０月２０日議決） 
 契約金額 変更前 ２５億９,７９１万１,８００円 
      変更後 ２８億  ７８９万  ８００円 
 受 託 者 大阪府道路公社 
 

５ 
 

工事請負契約変更の件

（モノレール道整備事

業） 

(1) 大阪モノレール荒本駅（仮称）駅舎建設工事（その２）

請負契約        （令和７年１０月２０日議決） 

  契約金額 変更前 ７２億２,３７０万円 

       変更後 ７３億４,７６３万３,７００円 

  請 負 者 奥村・中林・大勝特定建設工事共同企業体 

 

(2) 大阪モノレール鋼軌道桁建設工事（荒本北工区その２）

請負契約         （令和８年３月２４日議決） 

  契約金額 変更前 ３０億３,６８８万円 

       変更後 ３０億９,５０７万５,５００円 

 請 負 者 高田機工株式会社 
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番号 

 
件     名 概          要 

６ 
 

工事請負契約変更の件

（大阪府警察署施設整

備事業） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 大阪府和泉警察署新築機械設備工事請負契約      

（令和５年１０月２０日議決） 

契約金額 変更前 ６億   ８９７万６,５００円 

      変更後 ６億６,３２０万１,０００円 

請 負 者 東洋熱工業株式会社 

 

(2) 大阪府貝塚警察署新築工事請負契約     

（令和５年１２月１２日議決） 

契約金額 変更前 ２３億８,１８４万７,６００円 

       変更後 ２４億５,０４１万１,７００円 

請 負 者 大木・矢野特定建設工事共同企業体 

 

(3) 大阪府高槻警察署新築工事請負契約     

（令和６年１１月５日議決） 

契約金額 変更前 ３４億７,２７９万１,３００円 

      変更後 ３５億８,５９４万９,４００円 

請 負 者 大鉄・南海辰村特定建設工事共同企業体 

 
７ 
 

工事請負契約変更の件

（大阪府警察住之江１

待機宿舎撤去工事） 

 大阪府警察住之江１待機宿舎撤去工事 

（令和６年１１月５日議決） 

  契約金額 変更前 １４億９,６００万円 

       変更後 １５億８,４３５万６,４００円 

  請 負 者 大鉄工業株式会社 

 

８ 
 

府警察職員の職務執行

に係る損害賠償請求に

関する損害賠償の額の

決定及び和解の件 
 

池田市内において発生した府警察職員の職務執行に係る損

害賠償請求に関し、損害賠償の額を決定し、民法第６９５条

の規定により和解するため、議決を求めるもの。 

９ 
 

特定事業契約変更の件

（大阪府営久宝寺緑地

プール再整備・管理運

営事業契約） 
 
 

大阪府営久宝寺緑地プール再整備・管理運営契約 
          （令和６年１２月１６日議決） 

  契約金額 変更前 ４７億６,５９０万３,２５３円 

       変更後 ５２億５,５１６万５,４３５円 

契約の相手方 株式会社久宝寺緑地パートナーズ 
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【条例案（３件）･･･新規０件 一部改正３件】 

 
番号 

 
件     名 概          要 

１０ 
 

地方自治法第二百四十

三条の二の七第一項の

規定による知事等の損

害賠償責任の一部の免

除に関する条例等一部

改正の件 

 

地方自治法の改正により、題名の改正及び規定の整備（条

項ずれ是正）を行う。 

    施行日：令和８年９月２４日 

 〔関係条例〕 

 ・地方自治法第二百四十三条の二の七第一項の規定による

知事等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例 

 ・昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責

任に基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例 

・大阪府監査委員条例 

 
１１ 

 
職員の給与に関する条

例一部改正の件 

 

へき地教育振興法施行規則の改正により、へき地手当と地

域手当との支給の調整措置が廃止されたことに伴い、条例に

おいて同趣旨の改正を行う。 

    施行日：公布の日 
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番号 

 
件     名 概          要 

１２ 
 

大阪府認定こども園の

認定の要件並びに設備

及び運営に関する基準

を定める条例等一部改

正の件 

 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営に関する基準（府省令）等の改正に伴い、条例において同

趣旨の改正を行う。 

 〔主な改正内容〕 

 ・認定こども園における１学級の子どもの数を、満４歳以

上の子どもについて、３０人以下に引き下げる。 

 ・認定こども園に置かなければならない保育士について、

１人に限って、特定理学療法士等をもって代えることが

できることとする。 

 ・認定こども園の教育及び保育に直接従事する職員等の数

につき、当分の間改正前の基準によることができるとし

ている経過措置の期限を、満３歳以上満４歳未満の子ど

もに対する職員の配置基準については、令和１０年３月

３１日までとする。 

    施行日：公布の日 

 〔関係条例〕 

 ・大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に

関する基準を定める条例 

 ・大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例 

 ・大阪府認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を

改正する条例 

・大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に

関する基準を定める条例及び大阪府児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 
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【人事案件（１件）】 

 
番号 

 
件     名  

概          要 

１３ 
 

大阪府人事委員会委員

の選任について同意を

求める件 

 

 人事委員会委員山下淳氏の任期が令和８年６月１０日に満

了となるので、同氏を再任することについて、地方公務員法

第９条の２第２項の規定により同意を求めるもの。 
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【報 告（５件）】 

 
番号 

 
件     名 概          要 

(報告) 
１ 
 

令和７年度大阪府一般

会計予算繰越明許費繰

越計算書報告の件 
 

地方自治法の規定により、予算の繰越しをしたので、同法

施行令第１４６条第２項の規定により報告するもの。 

２ 
 

令和７年度日本万国博

覧会記念公園事業特別

会計予算繰越明許費繰

越計算書報告の件 
 

地方自治法の規定により、予算の繰越しをしたので、同法

施行令第１４６条第２項の規定により報告するもの。 

３ 
 

令和７年度大阪府営住

宅事業特別会計予算繰

越明許費繰越計算書報

告の件 
 

地方自治法の規定により、予算の繰越しをしたので、同法

施行令第１４６条第２項の規定により報告するもの。 

４ 
 

令和７年度港湾整備事

業特別会計予算繰越明

許費繰越計算書報告の

件 
 

地方自治法の規定により、予算の繰越しをしたので、同法

施行令第１４６条第２項の規定により報告するもの。 

５ 
 

令和７年度大阪府流域

下水道事業会計予算繰

越計算書報告の件 
 

地方公営企業法の規定により、予算の繰越しをしたので、

同法第２６条第３項の規定により報告するもの。 
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【諮問（１件）】 

 
番号 

 
件     名 概          要 

(諮問) 
１ 

 

退職手当に関する処分

についての審査請求の

件 

退職手当に関する支給制限処分の内容を不服とする地方自

治法第２０６条第１項の規定に基づく審査請求に対する裁決

を行うため、同条第２項の規定により議会に諮問し意見を求

めるもの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


